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QCメンバー変更！今年の社内企画は色々新しくなる予定です！

2017
新ランチ企画
スタート！

QCメンバーによる新企画続々進行中！

今年のQCメンバーは沢田（リーダー）・足立・新川・寺田・関根・四方（管理）の６名。今年のQCのコンセプトは
「今までとは違う新しい企画を！」新企画も今後の京都経営ＮＥＷＳで紹介させて頂きます♪
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年金と社会保険 将来はどうなるの！？

プロフィール

白波瀬 隼人
（しらはせ はやと）

特定社会保険労務士

昭和53年10月2日生まれ(38歳)

---得意分野---

賃金コンサル

人事評価

事業計画

---趣味---

毎晩のお酒

---座右の銘---

投げるな、諦めるな、考え抜け

～お客様リクエスト企画～

社会保険労務士に聞く！

少子高齢化真っただ中の日本。みなさま年金や社会保険制度に不安や疑問はありませんか？
今回は弊社社会保険労務士の白波瀬に将来の年金制度や社会保険制度について色々聞いてみたいと思います！

30代前半です。年金って
ほんとうに将来受け取
れるんでしょうか？

日本がなくならない限り受けとれる
と思います。

又はギリシャみたいに財政破たんしな
い限りは大丈夫だと思います。法律で
定められていますので。ただ、どれくら
い受け取れるかは分からないです。

不安

もしも年金制度が破たん
したらどうなるの？

年金はもらえなくなります。代わりの
救済措置が施されることが予想され
ます。

万が一破たんした場合、老後の生活を何
らかの形で救わなければなりません。そ
の救済の形が生活保護になるか何にな
るかまでは分かりませんが代わりの措置
が実施されると思います。

年金より生活保護の受
給額が多いって聞いた
ことがあるんですが？

そんな人もいるみたいですね。

生活保護の金額を決定する場合、年金
の金額と比較して決めるわけではありま
せん。生活保護は生活保護法法定基準
によって受給額が決定します。その為、
生活保護の方が多い人もいるかもしれま
せん。生活保護は貯金も出来ませんが。

どうやったら年金制度
の崩壊を防げると思
いますか？

注意事項
あくまで個人的な意見です

財源を確保するため、年金機構か
ら①出ていくお金を減らし②入っ
てくるお金を多くすれば防げます。

②入ってくるお金を多くする方法
●外国人労働者の雇い入れ
●移民の受け入れ
●不法未加入者をなくす
●社会保険料ではなく税金を大量投入
●消費税を上げる。
●保険料を支払う年齢をさらに引き上げ
●保険料を支払う上限年齢の撤廃。
一律収入がある人からもらう

①出ていくお金を減らす方法
●年金減額
●支給年齢引き上げ
●働いている人には
年金を支給しない

年金の代わりの救済制度について考え
るという考え方もありますが、今回は年
金制度自体を崩壊させない為にはどう
するかについて回答します

年金の受給開始年齢は
６５歳。将来、引き上げ
られると思いますか？

引き上げられると思います。
有力なのは７０歳ですね。

平均寿命が延びていますし、定年年齢も
引き上げたり、撤廃しようとしています。
きっと受給開始年齢は徐々に引き上げら
れると思います。私がもらえる頃には７５
歳になっているかもしれませんね・・・。

年金って将来いくらぐらい
もらえるのでしょうか？

国民年金は年額780,100円（満額）（平
成28年度）厚生年金は人それぞれ。と
ても複雑な計算方法です。

ざっくり言えば、「平均給料×一定乗率×
加入期間（×スライド率）」です。計算できる
のは加入記録が残っている日本年金機構
だけになります。年金機構のＨＰで試算を
することが出来ます。

社会保険料は多く負担す
ればするほど将来多く年
金がもらえますか？

たくさん支払っている社
会保険料。何歳まで生
きたら得になりますか？

年金の納付は最大４０年間
と聞きました。１８歳から厚生
年金を払っています。５８歳
になったら納付しなくてもい
いですか？

マイナンバーの導入
で年金って何か変
わったの？

サラリーマンは厚生年
金があるけど、自営業
の場合は国民年金だけ
で生活費は足りるの？

平成30年に所得税法の扶養
控除の対象範囲が年収103万
円から150万円に引き上げら
れますが、社会保険の扶養は
130万円のままでしょうか？

企業から見て、社会
保険料の負担が苦し
いです。

一応そういう制度になっています。で
も積立方式ではありません。

厚生年金は給料が高ければ受給額も多
くなります。ただし、年金は現役世代が
払った保険料を高齢者に給付する「世代
間扶養」です。自分が貯めた分を将来も
らえる「積立方式」ではありません。

国民年金は６０歳まで
納付しないと満額もらえません。

厚生年金は１８歳から年金に反映されます
が、国民年金として反映される期間は２０歳
～６０歳の４０年間です。また、厚生年金は
働いていれば７０歳まで納付が必要です。

どうでしょう。年金だけで生活しようと
思うとつらいかもしれませんね。

国民年金だけの場合、月額は６万ちょっ
とです。国民年金基金に入っていれば年
金額を増やすことが出来ます。また、厚
生年金に入っているからといってゴージャ
スとも限らないと思います。

まだこれからですね。

社労士業務的には、手続きに手間が加
わっただけになります。今後は色々な情
報がマイナンバーで繋がって、例えば社
会保険料をごまかしていたり不正をする
と発見されやすくなると思います。

社会保険は130万のままです。

税金と社会保険料で年収要件が逆転しま
すね。ただ社会保険料は130万未満でも
106万以上×週20時間以上勤務×1年以上
勤務予定×従業員501人以上の場合は加
入しなくてはなりません。

国民年金は７４歳くらいまで生きると
そこから元が取れると思います。（未
加入期間なしの場合）

支払う保険料が約15,000円×12ヶ月×40
年＝720万円。720万÷780,100＝約9年。
65歳＋9年＝74歳。ここから元が取れま
す。厚生年金は人それぞれ支払額も給付
額も異なるため、計算が難しいですね。

ノウハウいっぱいあります。

ご相談は社労士事務所まで！ただし、
これをやったら一気に負担が下がると
いうものはありません。小さいことの積
み重ねで負担を少なく出来る場合があ
ります。

今年の１月から、６５歳以上の人も新規
で雇用保険に加入できるようになりまし
た。雇用保険に入っていれば、失業して
も失業保険がもらえるので、年金をしば
らくもらえなくても生活が出来ます。その
為、６５歳以上の人でも新規で雇用保険
に入れるようになったのは支給開始年
齢を引き上げる為の一つの布石ですね。

社会保険料も住民税も給与が高い人ほど
支払う金額は高額です。しかし、年金は多
く払えば一応多くもらえる制度ですが、住
民税はいくら払っても住民サービスを有利
に受けられる訳ではありません。この２つ
は目的と法律が違いますが、これは住民
税は現物付与・年金は現金付与なところ
にも理由があると思います。個人的には、
住民税を多く払っている場合、保育園代な
どはむしろ安くして欲しいのですが。

６５歳以上の人も新規で雇
用保険に入れるようになった
のは年金の支給開始年齢を
上げる一つの布石ではない
かと考えています。

年齢

不安 不安

ねんきん定期便でも
試算が出来ます。

年金の崩壊を防ぐには

社会保険料と住民税
はここが違う！ 疑問

年金受給に必要な資格
期間が最低２５年から
１０年に短縮されます

これまでは、年金を受け取るためには、保
険料納付済期間と国民年金の保険料免
除期間などを合算した資格期間が原則と
して２５年以上必要でした。平成２９年８月
１日からは、資格期間が１０年以上あれば
年金を受け取ることができるようになりま
す。これは、かなり大きな改正点だと思い
ます。

損得

心配 教えて ちなみ
に

私の考えでは…

重要

各種ご相談
お待ちして
います！
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編集よりひとこと会社概要

春号といいつつも、もう初夏ですね。
いつもお世話になっております。

今月号は白波瀬さんの年金と社会保険のお話がメインとなりましたが、
いかがでしたでしょうか？今回は年末に実施させて頂いたお客様アン
ケートよりお客様からリクエストを頂いたテーマになります。白波瀬さ
んの話を聞いていると成程と感じるところが多く、私もとても勉強にな
りました。

ちなみにねんきん定期便。私はちらっと見てそのまま放置しているの
ですが、次からはしっかり中身を確認してみようかなと思います。（ね
んきん定期便は誕生月もしくはその１月前に届きます☆）

スマホにすっかり慣れました。もう戻れません・・・。 総務部 吉田

社内コミュニケーションへの
貢献度の高さから、特別賞
を受賞！

フタバアオイ育成３年目！

環境マネジメントシステムKES STEP2SRの生物多様性の取り組み
として弊社で育成している「フタバアオイ」が今年も無事に発芽し
ました！

T O P I C S

カワラナデシコも
すくすく成長中！

ちょっと大変！？フタバアオイの育成

育成３年目に突入したアオイちゃん。放っておいても育つかと思い
きや、日照不足や水不足又は水のやり過ぎには注意が必要で手
のかかる植物です。大変な分、芽が出た時は感動です♪

今年は毎月開催！リーダー会議！

リーダー会議は各課のリーダーが集まって、年初の経営計画が
計画通り進んでいるかを発表・検証し、今後どう活動していくか
を検討する会議です。今年は4月から毎月開催です！

他のリーダーからの質問やアドバイスが役立ちます。

どんな物事でも自分だけ、又は部内だけで考えていると結構気づ
かないことがあります。他のリーダーからの意見で、なるほど！と
気づくことが出来る貴重な会議です！

その件は注意が
必要。対策してく
ださいね！

新３Ｓ(整理・整頓・清掃)チェック活動！

３Ｓ活動は分かっていてもなかなか難しいもの。今年はQC委員
会より新しい3Sチェックシートの運用が始まり、これまでQCで
チェックしていた項目を自分でチェックする方式になりました。

毎週最終営業日に自分でチェック！

①PC本体の電源OFF②サブモニターの電源OFF③机の上の整理
整頓の３点をチェックし、チェックシートをQCへ提出。3Sの意識づけ
が目的です！綺麗なオフィスで快適にお仕事を目指します♪

チェックシート提出
漏れは3S活動が
出来ていないとみ
なされます！

http://www.kyotokeiei.com/
mailto:info@kyotokeiei.com

